
日時：令和３年１２月８日（水）午前１０時から正午まで 

場所：北とぴあ７Ｆ 第１研修室 

 

令和３年度第２回東京都北区空家等対策審議会 次第 

 

１ 開 会 

２ 審議事項（議案） 

（１） 特定空家等の措置状況について 
（２） 北区空家等対策計画の変更（計画期間）に関する審議について【第９２号議案】 
（３） 特定空家等の状態改善に係る事前一括承認に関する審議について                      

【第９３号議案】 
（４） 特定空家等の状態改善に関する審議について 

（管理番号３０－０３）【第９４号議案】 
（５） 特定空家等の状態改善に関する審議について 

（管理番号０２－１０）【第９５号議案】 
（６） 特定空家等の状態改善に関する審議について 

（管理番号０２－２０）【第９６号議案】 
（７）  特定空家等に係る命令に関する審議について 

（管理番号３０－０９）【第９７号議案】 
（８） 特定空家等に係る勧告に関する審議について 

（管理番号０１－１１）【第９８号議案】 
（９） 特定空家等に係る勧告に関する審議について 

 （管理番号０２－０８）【第９９号議案】 
３ 報告事項 

（10） 特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特定空家等に係る助言又は指導に関す

る報告               （管理番号０３－０１）【報告第１７号】 

（11） 特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特定空家等に係る助言又は指導に関す

る報告               （管理番号０３－０２）【報告第１８号】 
（12） 特定空家等に係る相続財産管理人選任の申立てについて 

                      （管理番号０１－１５）【報告第１９号】 

４ 閉  会 
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東京都北区空家等対策審議会委員名簿 

               （ 敬 称 略 ） 
 氏  名 職業・所属・団体名 

１ 会 長 髙
たか

 𣘺
はし

  雅
まさ

  夫
お

 学識経験者（日本大学法学部法律学科教授） 

２ 副会長 内
うち

 山
やま

 忠
ただ

  明
あき

 学識経験者（弁護士・東京都北区建築審査会委員） 

３ 委 員 大
おお

 島
しま

 正
まさ

 美
み

 東京司法書士会 北・荒川支部長 

４ 委 員 丸
まる

 山
やま

 吉
よし

 栄
ひで

 （一般社団法人）東京都建築士事務所協会 北支部長 

５ 委 員 小
こ

 林
ばやし

 勇
いさむ

 （公益社団法人）東京都宅地建物取引業協会 北区支部相談役 

６ 委 員 手
て

  塚
づか

  康
やす

  弘
ひろ

 （ＮＰＯ法人）日本地主家主協会 理事長 

７ 委 員 小
こ

 畑
ばた

 照
てる

 之
ゆき

 王 子 警 察 署 

８ 委 員 菅
すが

 井
い

 和
かず

 男
お

 赤 羽 警 察 署 

９ 委 員 川
かわ

 﨑
さき

 和
かず

 己
み

 滝 野 川 警 察 署 

10 委 員 山
やま

 崎
ざき

 裕
ゆう

 一
いち

  王 子 消 防 署 

11 委 員 岡
おか

 部
べ

 卓
たく

 海
み

 赤 羽 消 防 署 

12 委 員 菅
すが

 野
の

 晃
こう

 一
いち

 滝 野 川 消 防 署 

13 委 員 小宮山
こ み や ま

 庄
しょう

 一
いち

 北 区 危 機 管 理 室 

14 委 員 雲
くも

 出
で

  直
なお

 子
こ

 北 区 生 活 環 境 部 

15 委 員 村
むら

 野
の

 重
しげ

 成
なり

  北 区 健 康 福 祉 部 

16 委 員 前
まえ

 田
だ

 秀
ひで

  雄
お

  北 区 保 健 所 

17 委 員 寺
てら

 田
だ

 雅
まさ

  夫
お

  北 区 土 木 部 

                              令和３年１０月１日時点 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）の適正かつ円滑な運用を図るため、地方自治法第１３８条
の４第３項の規定に基づき、区長の附属機関として東京都北区空家等対策審議会を設置する。

３ 審議会の所掌事務
次に掲げる事項について、区長の諮問に応じて審議し、答申する。
① 空家等対策計画の策定、変更等に関すること。
② 特定空家等の状態にあるか否かの判定に関すること。
③ 特定空家等に係る助言又は指導及び勧告に関すること。
④ 特定空家等に係る命令に関すること。
⑤ 特定空家等に係る代執行に関すること。

２ 審議会の構成
・ 学識経験者
・ 関係団体等の代表者
・ 警察署及び消防書の職員

ほか

空家等対策計画の
策定、変更等

諮問 答申

１ 設置根拠
東京都北区空家等対策審議会条例
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